
詳
し
く
は
、
税
務
課
資
産
税

係（
内
線
１
７
６
〜
１
７
９
）へ
。 

納
税
者
の
皆
さ
ん
に
、
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税
内
容

を
正
し
く
把
握
し
て
い
た
だ
く
た

め
、
固
定
資
産
課
税
明
細
書
を
お

送
り
し
ま
す
。
 

課
税
明
細
書
は
、
所
有
者
別
資

産
の
課
税
標
準
額
が
法
定
免
税
点

（
土
地
＝
30
万
円
、
家
屋
＝
20
万

円
）
以
上
の
場
合
に
、
納
税
通
知

書
と
同
封
し
て
お
送
り
し
ま
す
。

た
だ
し
、
所
有
し
て
い
る
資
産
の

多
い
方
は
、
納
税
通
知
書
と
課
税

明
細
書
を
別
々
に
お
送
り
し
ま
す
。
 

な
お
、
課
税
明
細
書
の
再
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。
 

発
送
は
、
4
月
11
日（
水
）を
予

定
し
て
い
ま
す
。
 

平
成
19
年
度
の
縦
覧
期
間
は
、

4
月
2
日（
月
）〜
5
月
1
日（
火
）

ま
で
（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
、
午
前
8
時
30
分
か
ら
午

後
5
時
15
分
ま
で
）
で
、
固
定
資

産
税
の
納
税
者
の
方
は
、
縦
覧
帳

簿
を
無
料
で
縦
覧
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
 

縦
覧
帳
簿
に
は
、
市
内
の
す
べ

て
の
土
地
ま
た
は
、
家
屋
の
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
家
屋
番
号
、

構
造
、
種
類
、
床
面
積
、
価
格
、

建
築
年
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ご

自
身
が
所
有
し
て
い
る
資
産
と
比

較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

ご
希
望
の
方
は
、
税
務
課
資
産

税
係
ま
で
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。
 

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
は
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
課
税

の
基
礎
と
な
る
価
格
な
ど
が
登
録

さ
れ
て
お
り
、
納
税
者
お
よ
び
借

地
・
借
家
人
な
ど
の
方
は
、
年
間

を
通
し
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳

を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
数
料
は
、
1
件
に
つ
き
3
0
0

円
と
な
り
ま
す
（
た
だ
し
、
上
記

の
縦
覧
期
間
中
は
無
料
）。
 

な
お
、
借
地
・
借
家
人
な
ど
の

方
が
閲
覧
す
る
場
合
は
、
そ
れ
を

確
認
で
き
る
書
類
の
提
示
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
 

ご
希
望
の
方
は
、
税
務
課
資
産

税
係
ま
で
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。
 

詳しくは、環境課（内線252）へどうぞ。 


